座間市のキャンプ座間一部返還地への誘致病院事業者に関して
平成２５年４月１１日（木）から平成２５年６月２８日（金）まで公募を行った結果、４事業者からの応募がありました。
　１．応募事業者（受付順）
　（１）　社会福祉法人　相模更生会　（神奈川県相模原市中央区小）
　（２）　医療法人　沖縄徳洲会　　　（沖縄県島尻郡八重瀬町字外）
　（３）　医療法人社団　葵会　　　　（東京都千代田区内幸町）
　（４）　社会医療法人　ジャパンメディカルアライアンス（神奈川県海老名市河原口）

２．選考経過
　　庁内組織の「座間市公募に係る病院事業者評価検討委員会」において、病院事業者ごとのプレゼンテーションとヒアリングの実施を含め、計６回にわたり、５名の学識経験を有するアドバイザーの助言を得る中で、評価、検討を行い報告書を取りまとめました。
　　さらに、民間の専門的知識を有する学識経験者からなる、市の附属機関の「座間市誘致病院選考委員会」を設置し、同委員会で計３回にわたる審議を経て、８月２０日に答申をいただき、最終的には市長が決定しました。
３．選考委員会の答申
　　選考委員会の答申は、本市の病院事業者を「社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス」と選考しました。
　　その理由については、「救急医療における市外搬送率の改善」「虚血性心疾患・脳卒中等への対応」「地域医療連携の確保」「特筆した提案」等の視点から審議を重ねた結果、主には
　（１）　安定した経営基盤を有すること。
　（２）　近隣の海老名総合病院の県央二次保健医療圏での救急医療の実績及び海老名総合病院との連携による虚血性心疾患、脳卒中等への対応など、救急医療体制が座間市民にとって有益であること。
　（３）　本市が望む３００床規模の総合的病院の実現に向け、極めて具体的のある増床の提案があったこと。などをあげております。
　　選考委員会として、総合的見地から検討した結果、座間市の誘致病院として、市民の期待に応え得る病院事業者を選考したものです。

４．　病院事業者の決定

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
　名称　　社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
　所在地　神奈川県海老名市河原口１３２０
　代表者　理事長　鄭　義弘（てい　よしひろ）
　概要　　地域に密着した保健・医療・介護の総合的なヘルスサービスを提供し、関連法人と共に、埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがり、切れ目のない医療サービスのアライアンス（連携・協力）を実践している。

５．市長の選定理由
　　選考委員会の選考はきわめて適切であり、その答申を尊重すべきであると判断し、本市としての病院事業者を答申どおり「社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス」に決定しました。
　　なお、今後の病院運営にあたっては、付帯意見を付し、覚書、協定書に反映していきます。


　６．今後のスケジュール（予定）
　　８月下旬　事業者との協議
　　９月上旬　覚書の締結
　　※９月中旬～１１月下旬　神奈川県の病床整備に関する事前協議の申出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県央二次保健医療圏の不足病床数２３５床）
　　※平成２５年度末　県央地区保健医療福祉推進会議からの審査結果を受け、県保健医療計画推進会議において、審査結果の決定及び通知、県医療審議会への報告を経て申出者への結果通知。（病床配分の確定）　　
　　※上記スケジュールは、神奈川県により今後公表されるスケジュールに対応する。

（参考資料）
○　選考委員会の答申(抜粋)
　１．座間市の病院事業者
　　座間市の誘致病院事業者として社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスを選考する。
　２．答申における付帯意見
　（１）　公募要領に沿って提出された提案書及びプレゼンテーションの内容を遵守し、確実に実行すること。
　（２）　救急患者の８０パーセントの市内受入、小児二次救急医療の実施、ＨＣＵの設置については必ずその実現を図るとともに、血管造影装置の設置等、新病院での急性期医療に対する十分な体制を確保すること。
　（３）　医師、看護師等の医療従事者の確保対策については、近隣医療機関に影響を及ぼすことがないよう最大限配慮すること。
　（４）　新病院の運営にあたり、新病院、行政、医師会等との三者による運営協議会等を設置し、定期的に協議すること。

以上のような流れとなります。またご不明がありましたら、私が直接担当課へ足を運びお聞きしてまいります。　ご連絡ください。

松橋淳郎

